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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2024 年９月 20 日開催予定の臨時株主総会において付議される「定款の

一部変更の件」を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

Ⅰ．定款の一部変更の件 

１．定款変更の目的 

（１）「監査役会の招集」 

監査役会の招集通知を発する期限を、取締役会と同様に「３日前まで」に変更するものです。 

 

（２）「会計監査人の報酬等」 

現行定款が指名委員会等設置会社としての記載となっているため、監査役会設置会社としての記述に

変更するものです。 

 

２．定款変更の内容  

変更の内容については、【別紙】のとおりです。 

 

３．日程  

定款変更のための株主総会開催予定日   2024 年９月 20 日 

定款変更の効力発生日(予定)       2024 年９月 20 日 

  



【別紙】（定款変更の内容） 

（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

 

第５章 監査役及び監査役会 

 

（監査役会の招集） 

第 35 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、

会日の１週間前までに発する。ただし、緊急の必要が

あるときは、この期間を短縮することができる。 

２．（略） 

 

第６章 会計監査人 

 

（会計監査人の報酬等） 

第 42 条 会計監査人の報酬等は、代表執行役が監

査役会の同意を得てこれを定める。 

 

第５章 監査役及び監査役会 

 

（監査役会の招集） 

第 35 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、

会日の３日前までに発する。ただし、緊急の必要があ

るときは、この期間を短縮することができる。 

２．（略） 

 

第６章 会計監査人 

 

（会計監査人の報酬等） 

第 42 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監

査役会の同意を得てこれを定める。 

 

以上 


